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播磨国総社  一ツ山大祭・三ツ山大祭保存会



　
三
ツ
山
大
祭
と
謡
囃
子

播
磨
学
研
究
所
副
所
長 

　
小
栗
栖
　
健
治

は
じ
め
に
―
謡
囃
子
の
復
活
に
向
け
て
―
　

播
磨
国
総
社
一
ツ
山
大
祭
・
三
ツ
山
大
祭
保
存
会
で
は
、
二
〇
一
八
年
（
平

成
三
十
年
）
よ
り
謡う
た
囃い
ば
子や
し
の
復
活
に
向
け
精
力
的
に
取
り
組
ま
れ
て
い
ま
す
。
三

ツ
山
大
祭
（
臨
時
祭
）
に
は
二
色
山
、五
色
山
、小
袖
山
と
呼
ば
れ
る
三
つ
の
「
や

ま
」
が
造
ら
れ
ま
す
。
こ
の
大
祭
に
は
、中
世
の
伝
統
を
伝
え
る
五
種
神
事
、「
や

ま
」
で
奉
納
さ
れ
る
猿
楽
、
城
下
町
を
練
る
謡
囃
子
、
町
家
を
飾
る
造
り
物
な
ど

が
あ
り
、
こ
う
し
た
演
出
が
大
祭
の
賑
わ
い
を
醸
し
出
し
て
い
ま
し
た
。

江
戸
時
代
、
謡
囃
子
は
三
つ
の
山
に
付
属
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
町
や
村
か
ら
笠

鉾
や
大
型
の
曳
き
物
、
衣
装
を
揃
え
た
「
子
供
花
持
」
囃
子
、
鳴
り
物
な
ど
か
ら

な
る
二
百
人
ほ
ど
の
行
列
が
登
場
し
、
人
気
を
得
て
い
ま
し
た
。
明
治
に
な
る

と
、
三
ツ
山
大
祭
の
主
催
が
姫
路
藩
主
か
ら
神
社
へ
、
ま
た
、
社
会
構
造
の
変
化

も
あ
っ
て
謡
囃
子
は
行
わ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。

謡
囃
子
の
賑
わ
い
は
三
ツ
山
大
祭
の
古
文
書
に
記
録
さ
れ
、
ま
た
、
華
や
か

な
行
列
は
祭
礼
絵
巻
な
ど
に
描
き
留
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
保
存
会
で
は
こ
う
し
た

資
料
を
も
と
に
、
行
列
の
中
心
と
な
る
笠
鉾
・
高
張
提
灯
な
ど
行
列
全
体
の
道
具

や
衣
装
の
整
備
、
鎧
武
者
の
武
具
甲
冑
を
製
作
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

一
方
、
三
ツ
山
踊
り
保
存
会
と
姫
路
・
城
東
連
を
中
心
に
構
成
さ
れ
た
百
人

を
超
え
る
謡
囃
子
は
、
二
〇
一
九
年
と
二
〇
二
〇
年
は
播
磨
国
総
社
の
「
初
ゑ
び

す
祭
」
の
宝
恵
籠
行
列
と
と
も
に
氏
子
域
を
練
り
踊
り
ま
し
た
が
、
二
〇
二
一
年

は
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
に
よ
り
総
社
境
内
で
新
た
に
完
成
し
た
笠
鉾

を
背
景
に
踊
り
が
披
露
さ
れ
ま
し
た
。
謡
囃
子
の
復
興
は
、
こ
の
よ
う
に
着
実
な

歩
み
を
示
し
て
い
ま
す
。

一
　
嘉
永
七
年
「
謡
囃
子
」
の
行
列

で
は
、
三
ツ
山
大
祭
に
登
場
す
る
謡
囃
子
と
は
、
ど
の
よ
う
な
行
列
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。
江
戸
時
代
に
行
わ
れ
た
臨
時
祭
に
お
い
て
謡
囃
子
の
行
列
を
も
っ

と
も
詳
し
く
書
き
上
げ
た
、
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
の
行
列
を
資
料
1
に
整

理
し
て
み
ま
し
た
（「
嘉
永
七
年
臨
時
大
祭
礼
見
聞
録
」　
姫
路
市
立
琴
丘
高
等
学

校
蔵
）。
三
つ
の
山
は
東
の
山
（
二
色
山
）・
南
の
山
（
五
色
山
）・
西
の
山
（
小

袖
山
）
と
呼
ば
れ
、
東
の
山
は
国
府
寺
村
、
南
の
山
は
宿
村
、
西
の
山
は
福
中
村

が
支
配
し
て
い
ま
し
た
。
謡
囃
子
は
三
つ
の
山
に
そ
れ
ぞ
れ
付
属
し
、
東
の
山
は

大
野
町
・
野
里
寺
町
・
鍛
冶
町
の
三
町
、
南
の
山
は
西
紺
屋
町
、
西
の
山
は
南
畝

村
（
町
）
が
担
当
し
て
い
ま
し
た
。

謡
囃
子
の
行
列
の
構
成
は
、
東
の
山
は
①
か
ら
⑭
ま
で
、
南
の
山
は
①
か
ら
⑩

ま
で
、
西
の
山
は
①
か
ら
⑰
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
山
に
よ
っ
て
多
少
異
な
っ
て
い

ま
す
。
た
だ
、
練
り
物
の
笠
鉾
、
曳
き
物
の
作
り
物
（
田
原
藤
太
龍
神
鐘
引
・
石

橋
人
形
・
花
車
）、
そ
し
て
、
囃
子
方
の
地
謡
な
ど
、
謡
囃
子
の
中
心
と
な
る
要

素
は
一
致
し
て
い
ま
す
。
東
の
山
は
二
百
五
十
人
、
南
の
山
は
百
六
十
五
人
、
西

の
山
は
二
百
十
五
人
が
行
列
を
組
ん
で
い
ま
し
た
（
資
料
3
・
資
料
4
）。

二
　
正
徳
三
年
「
謡
囃
子
」
の
行
列

次
に
、
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
の
「
臨
時
祭
礼
之
覚
」（
昭
和
十
九
年
写
本
、

播
磨
国
総
社
蔵
）
に
よ
り
謡
囃
子
の
行
列
を
示
す
と
次
の
と
お
り
で
す
。

①�
東
の
山
　
笠
鉾
一
本
は
国
府
寺
村
の
分
。
上
葺
は
浅
黄
の
絹
、
水
引
の
巻

物
は
赤
地
の
緞
子
の
類
い
、
作
り
花
は
一
本
。
行
列
は
百
八
十
人
余
り
で
、

神
歌
を
歌
い
、
囃
子
な
が
ら
京
口
御
門
か
ら
入
っ
て
く
る
。
子
供
は
狸
々

の
出
立
（
二
十
人
）、
笛
吹
（
二
人
）、
鼓
打
（
五
人
）、
太
鼓
打
（
一
人
）、

笠
鉾
持
（
十
二
人
）、
地
謡
（
二
十
五
人
）、
子
供
の
付
添
（
二
十
人
）、
警

  資料 1

嘉永 7年（1854）謡囃子行列の構成（数字は人数）

山の名称 東の山（二色山） 南の山（五色山） 西の山（小袖山）

山の支配村 国府寺村 宿村 福中村

付属する町村
（東の山附）

大野町　野里寺町　鍛冶町
（南の山附）
西紺屋町

（西の山附）
南畝村（町）

　　行列　① 　　御幣持	 1 　　御幣持	 3 　　露払	 2

　　　　　② 　　榊持	 2 　　笠鉾持	 3 　　兜具足着	 5

　　　　　③ 　　笠鉾持	 5 　　車引子供	 30 　　警固	 5

　　　　　④
　　作り物	 80

田原藤太龍神鐘引
　　作り物	

石橋人形
　　作り物	 28

花車引子供唐子出立

　　　　　⑤ 　　笛	 4 　　笛	 3 　　大御幣持	 2

　　　　　⑥ 　　皷	 7 　　皷	 6 　　開口謡	 16

　　　　　⑦ 　　太鼓	 5 　　太鼓	 3 　　大小指	 2

　　　　　⑧ 　　地謡	 10 　　地謡	 17 　　烏帽子狩衣着	 1

　　　　　⑨ 　　役人	 32 　　警固	 55 　　笛吹	 4

　　　　　⑩ 　　警固	 15 　　人足	 45 　　皷	 3

　　　　　⑪ 　　袴着	 35 　　太鼓	 3

　　　　　⑫ 　　力者車引人足	 12 　　地謡	 12

　　　　　⑬ 　　車引子供人足	 30 　　花車引警固	 28

　　　　　⑭ 　　囃子方附人足	 12 　　惣警固	 60

　　　　　⑮ 　　御笠鉾持	 5

　　　　　⑯ 　　太鼓持	 4

　　　　　⑰ 　　諸役人足	 35

計　　250 計　　165 計　　215

参考

正徳 3年 180余 160余 190余

享保18年 190余 180余 140余
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固
（
八
十
人
）、
人
足
（
十
二
人
余
り
）
の
行
列
で
あ
る
。
謡
囃
子
の
役
者

は
鍛
治
町
・
野
里
寺
町
・
同
威
徳
寺
町
三
町
の
鍛
治
・
鋳
物
師
・
紺
屋
が
出
る
。

②�
南
の
山
　
笠
鉾
一
本
は
宿
村
の
分
。
上
葺
は
赤
地
の
絹
、
水
引
の
巻
物
は
赤

地
の
緞
子
の
類
い
、
作
り
花
は
一
本
。
行
列
は
百
六
十
人
余
り
で
、
神
歌
を

歌
い
、
囃
子
な
が
ら
鳥
居
先
御
門
か
ら
入
っ
て
く
る
。
幣
持
（
二
人
、
素
襖

烏
帽
子
着
）、子
供
山
伏
の
出
立
（
五
人
）、子
供
花
持
（
十
九
人
）、笛
吹
（
二

人
）、鼓
打
（
四
人
）、太
鼓
打
（
二
人
）、笠
鉾
持
（
十
人
）、地
謡
（
二
十
人
）、

警
固
（
八
十
人
）、
人
足
（
七
人
余
）
の
行
列
で
あ
る
。
謡
囃
子
の
役
者
は

西
紺
屋
町
か
ら
出
る
。

③�

西
の
山
　
笠
鉾
一
本
は
福
中
村
の
分
。
上
葺
は
鬱う
こ
ん金
の
絹
、
水
引
の
巻
物
は

紫
色
の
緞
子
の
類
い
、
作
り
花
は
一
本
。
行
列
は
百
九
十
人
余
り
で
、
神

歌
を
歌
い
、
囃
子
な
が
ら
総
社
御
門
か
ら
入
っ
て
く
る
。
幣
持
（
一
人
）、

風
折
烏
帽
子
狩
衣
着
（
一
人
）、
子
供
花
持
（
二
十
一
人
）、
笛
吹
（
一
人
）、

鼓
打
（
四
人
）、太
鼓
打
（
一
人
）、笠
鉾
持
（
十
二
人
）、甲
具
足
着
（
五
人
）、

地
謡
（
二
十
人
）、太
鼓
（
二
人
）、警
固
（
八
十
人
）、人
足
（
二
十
人
余
り
）

の
行
列
で
あ
る
。
謡
囃
子
の
役
者
は
南
畝
村
か
ら
出
る
。
甲
具
足
着
の
者

は
延
末
村
、
安
田
村
、
栗
山
村
、
飯
田
村
の
四
か
村
か
ら
出
る
。

　�

こ
れ
ら
三
か
村
の
笠
鉾
の
下
地
・
上
葺
の
絹
・
水
引
の
巻
物
は
御
城
様
か

ら
の
御
下
賜
、
作
り
花
は
寺
々
か
ら
奉
納
さ
れ
た
も
の
を
用
い
て
い
る
。

こ
こ
に
は
三
つ
の
「
や
ま
」
に
属
す
笠
鉾
の
布
の
色
や
行
列
の
構
成
が
細
か

く
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。
謡
囃
子
の
笠
鉾
は
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
の
「
伊
和

大
明
神
臨
時
祭
之
画
図
」（
以
下
、「
三
ツ
山
祭
礼
絵
巻
」）（
資
料
2
）
に
描
か

れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
記
録
か
ら
上
葺
に
絹
、
水
引
に
緞
子
の
類
い
を
用
い
て
い

る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
笠
鉾
の
下
地
と
上
葺
・
水
引
は
姫
路
城
主
か
ら
の
御
下

賜
、
作
り
花
は
城
下
の
寺
々
か
ら
奉
納
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

「
三
ツ
山
祭
礼
絵
巻
」
は
、
笠
鉾
を
中
心
に
鉦
・
笛
・
太
鼓
・
皷
の
鳴
り
物

を
奏
す
る
人
と
と
も
に
、
揃
い
の
衣
装
を
着
た
子
供
を
描
い
て
い
ま
す
。
東
の

州
姫
路
総
社
臨
時
大
祭
礼
曳
物
略
図
」・
姫
路
城
内
総
社
臨
時
大
祭
礼
略
図
（
資

料
3
・
4
　
前
川
憲
司
氏
蔵
）
は
、
そ
の
賑
わ
い
を
よ
く
伝
え
て
い
ま
す
。

謡
囃
子
は
中
世
の
郷
村
に
成
立
し
た
祭
礼
風
流
だ
っ
た
の
で
す
が
、
大
型
の

曳
き
物
の
登
場
は
城
下
町
姫
路
の
都
市
的
発
展
を
窺
わ
せ
て
い
ま
す
。

四
　
謡
囃
子
の
登
場

で
は
、
こ
う
し
た
謡
囃
子
が
三
ツ
山
大
祭
に
登
場
す
る
の
は
何
時
の
こ
と

で
し
ょ
う
か
。
臨
時
祭
に
三
つ
の
「
や
ま
」
が
登
場
す
る
の
は
、
大
永
元
年

（
一
五
二
一
）
の
こ
と
で
し
た
。
当
時
の
記
録
は
、「
や
ま
」
の
こ
と
を
「
装
山
（
か

ざ
り
や
ま
）」
と
記
し
て
い
ま
す
。
大
永
元
年
の
三
ツ
山
大
祭
に
は
謡
囃
子
の
記

述
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
永
二
年
に
な
る
と
謡
囃
子
の
祖
型
の
整
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。
池
田
輝
政
に
よ
る
姫
路
城
築
城
以
前
の
謡
囃
子
に
つ
い
て
、

「
笠
鉾
」
と
「
子
供
花
持
」
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

「
笠
鉾
」
は
大
永
二
年
に
「
花
飾
り
」、天
文
二
年
（
一
五
三
三
）
に
「
花
形
笠
」

と
し
て
登
場
し
ま
す
。「
子
供
花
持
」
は
、
大
永
二
年
に
は
村
の
童
に
よ
る
「
舞

童
（
ぶ
ど
う
）」
と
し
て
登
場
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、「
童わ
ざ
謡う
た・花
飾
り
」
を
「
十

ケ
村
ノ
氏
人
」
が
勤
め
る
と
記
し
て
い
ま
す
。
童
謡
は
神
の
意
思
を
童
の
口
を
と

お
し
て
歌
わ
せ
る
歌
と
い
う
意
味
、
花
飾
り
は
笠
鉾
と
推
測
さ
れ
る
も
の
で
す
。

天
文
二
年
に
な
る
と
、大
永
二
年
の
「
童
謡・花
飾
り
」
は
「
童
謡
ね
り・花
形
笠
」

と
書
か
れ
、「
十
六
ケ
村
ノ
民
」
が
勤
め
た
と
書
い
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
練
り

物
と
し
て
歌
わ
れ
る
「
童
謡
」
は
、
増
位
山
随
願
寺
が
作
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

し
た
。
少
な
い
情
報
で
す
が
、
中
世
に
お
い
て
謡
囃
子
は
明
ら
か
に
行
わ
れ
て
い

ま
し
た
。

で
は
、
大
永
二
年
の
「
童
謡
」、
天
文
二
年
の
「
童
謡
ね
り
」
と
は
、
謡
囃
子

の
ど
の
人
た
ち
を
指
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
前
述
し
た
「
三
ツ
山
祭

礼
絵
巻
」
に
描
か
れ
た
東
の
山
の
「
子
供
狸
々
出
立
弐
拾
人
」、
南
の
山
の
「
拾

九
人
子
供
花
持
」、西
の
山
の「
弐
拾
壱
人
子
供
花
持
」と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
す
。

山
で
は
薄
紅
色
の
小
袖
に
緑
色
の
帯
を
締
め
た
十
四
人
が
黒
の
塗
り
笠
を
被
り
、

右
手
に
花
の
小
枝
を
持
ち
肩
に
掛
け
て
い
ま
す
。
中
の
山
で
は
萌も
え
ぎ葱
色
の
小
袖

に
朱
の
帯
を
締
め
た
十
八
人
が
黒
の
塗
り
笠
を
被
り
、
右
手
に
花
の
小
枝
を
持

ち
肩
に
掛
け
て
い
ま
す
。
西
の
山
で
は
朱
色
の
小
袖
の
上
に
浅
黄
色
の
打
ち
掛

け
の
小
袖
を
重
ね
た
十
四
人
が
赭し
ゃ
ぐ
ま熊
を
被
り
、
右
手
に
花
の
小
枝
を
持
ち
肩
に

掛
け
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
子
供
た
ち
は
、
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
の
記
録
に
記
さ
れ
る
東

の
山
の
「
子
供
狸
々
出
立
弐
拾
人
」、
南
の
山
の
「
拾
九
人
子
供
花
持
」、
西
の
山

の「
弐
拾
壱
人
子
供
花
持
」
に
あ
た
る
も
の
で
す
。
こ
う
し
た
謡
囃
子
の
行
列
は
、

神
歌
を
歌
い
囃
子
な
が
ら
京
口
御
門
・
鳥
居
先
御
門
・
総
社
御
門
か
ら
城
内
に
入

り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
属
す
山
へ
と
向
か
い
ま
し
た
。

三
　
謡
囃
子
の
変
化

謡
囃
子
に
つ
い
て
、
承
応
二
年
、
正
徳
三
年
、
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
に

行
わ
れ
た
実
際
を
比
較
し
て
み
ま
し
た
。
承
応
二
年
、
正
徳
三
年
、
嘉
永
七
年

の
謡
囃
子
を
比
較
す
る
と
、
承
応
二
年
と
正
徳
三
年
の
構
成
は
近
似
し
て
い
ま

す
が
、
そ
れ
と
嘉
永
七
年
を
比
較
す
る
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付

き
ま
す
。
そ
れ
は
、
嘉
永
七
年
に
は
東
の
山
に
「
田
原
藤
太
龍
神
鐘
引
」、
南
の

山
に
「
石
橋
」、
西
の
山
に
「
花
車
」
の
曳
き
物
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
で
す
。

承
応
二
年
・
正
徳
三
年
の
謡
囃
子
に
は
曳
き
物
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。
謡
囃
子
に
曳
き
物
が
登
場
す
る
の
は
、
享
保
十
八
年
（
一
八
三
三
）
以
降

の
こ
と
で
あ
る
よ
う
で
す
。

大
型
の
曳
き
物
の
登
場
は
、
謡
囃
子
の
構
成
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
嘉
永
七
年
の
謡
囃
子
に
は
「
花
持
」
は
登
場
せ
ず
、
子
供
と
結
び
付
い
た

役
割
と
し
て
東
の
山
で
は「
作
り
物
　
田
原
藤
太
　
龍
神
鐘
引
　
子
供
鯛・鮒・鯖・

蛸
ノ
冠
着
八
拾
人
」、南
の
山
で
は「
作
り
物
　
石
橋
人
形
」「
車
引
子
供
三
拾
人
」、

西
の
山
で
は「
花
車
引
　
子
供
二
拾
八
人
　
花
笠
冠
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。「
播

お
そ
ら
く
こ
の
揃
い
の
衣
装
を
着
し
た
子
供
た
ち
が
大
永
二
年
や
天
文
二
年
に
登

場
す
る
「
童
謡
ね
り
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

童
謡
や
笠
鉾
を
勤
め
た「
十
ケ
村
ノ
氏
人
」（
大
永
二
年
）
や「
十
六
ケ
村
ノ
民
」

（
天
文
二
年
）
は
、『
惣
社
集
日
記
』
に
記
さ
れ
る
次
の
村
々
で
す
。

　�

平
野
村
・
大
野
村
・
白
国
村
・
野
里
村
・
八
代
村
・
国
府
寺
村
・
津
田
野
村
・

北
条
村
・
南
条
村
・
安
田
村
・
農
年
（
南
畝
）
村
・
伸
（
延
）
末
村
・
福
中
村
・

中
の
村
・
山
野
井
村
・
宿
村

こ
の
十
六
の
村
々
は
国
衙
庄
と
呼
ば
れ
た
地
域
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
播

磨
国
総
社
は
国
衙
庄
の
鎮
守
社
で
、
こ
れ
ら
の
村
々
が
中
世
の
氏
子
域
で
あ
っ
た

と
推
測
し
て
い
ま
す
。
城
下
町
が
成
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
総
社
の
氏
子
域
は
変

化
し
て
い
ま
し
た
。

お
わ
り
に
―
城
下
町
の
成
立
と
謡
囃
子
―

謡
囃
子
は
三
ツ
山
大
祭
と
と
も
に
成
立
し
た
風
流
の
一
つ
で
し
た
が
、
姫
路

が
村
か
ら
城
下
町
へ
展
開
す
る
中
で
そ
の
姿
を
変
え
て
い
ま
し
た
。
当
初
は
国
衙

庄
の
村
々
が
担
当
し
て
い
ま
し
た
が
、
池
田
輝
政
に
よ
る
姫
路
城
の
築
城
に
よ
り

そ
の
担
い
手
は
基
本
的
に
城
下
の
町
々
ヘ
と
変
わ
り
ま
し
た
。
中
世
以
来
の
謡
囃

子
の
形
式
は
基
本
的
に
江
戸
時
代
中
期
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
ま
し
た
が
、
享
保

十
八
年
（
一
七
三
三
）
に
大
型
の
曳
き
物
が
登
場
す
る
と
、
華
や
か
さ
の
中
心
は

「
子
供
花
持
」
か
ら
「
花
籠
」
な
ど
大
型
の
曳
き
物
へ
と
移
り
ま
し
た
。

城
下
町
の
発
展
と
結
び
つ
い
た
謡
囃
子
で
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
明
治
に
入

る
と
、
そ
の
伝
統
は
途
絶
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
保
存
会
に
よ
る
謡
囃
子
復
興
の

取
り
組
み
が
、
多
く
の
方
の
気
持
ち
を
一
つ
に
し
た
、
裾
野
の
広
い
活
動
に
な
る

こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。
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 資料 2　伊和大明神臨時祭之画図（姫路市立城郭研究室蔵）

①東の山（二色山）の謡囃子

②南の山（五色山）の謡囃子

③西の山（小袖山）の謡囃子

 資料 3　播州姫路総社臨時大祭礼曳物略図（前川憲司氏蔵）

 資料 4　姫路城内総社臨時大祭礼略図（前川憲司氏蔵）

資料 2 は承応 2 年（1653）の臨時大祭礼を描いた絵巻。姫路城主榊原忠次によって総社に奉納
された。姫路市指定文化財。資料 3 と資料 4 は嘉永 7 年（1854）に行われた臨時大祭礼（三ツ
山大祭）に際して版行された刷り物。資料 3 は、上段に「野里大の町・野里寺町・かじ町」、中段
に「紺屋町」、下段に「のふねん町」と記す。資料 4 は、神門前の三ツ山にそれぞれの謡囃子の行
列が集合した情景を捉えている。配置は、右から二色山・五色山・小袖山。
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骨
に
張
り
付
け
る
素
材
は
布
が
適
し
て
い
る
と
判
断
し
、
和
裁
洋
裁
を
得

意
と
す
る
女
性
陣
を
中
心
に
、
型
紙
の
作
成
、
布
の
切
り
出
し
、
縫
い
付
け

と
、
学
習
会
以
外
の
日
に
も
集
ま
っ
て
も
ら
い
製
作
が
す
す
め
ら
れ
ま
し
た
。

最
後
の
二
日
間
で
、
大
傘
の
華
と
な
る
造
花
の
取
り
付
け
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
も
、
女
性
陣
の
セ
ン
ス
に
よ
り
、
大
傘
の
色
に
映
え
る
麗
し
い
装

い
と
な
り
ま
し
た
。
完
成
し
た
ば
か
り
の
大
傘
と
共
に
、
参
加
者
全
員
で
記

念
撮
影
を
行
い
ま
し
た
。
暑
い
時
期
の
学
習
会
で
し
た
が
、
参
加
者
の
達
成

感
に
溢
れ
た
爽
や
か
な
笑
顔
が
伺
え
ま
し
た
。

◥ 

播
磨
国
総
社
一
ツ
山
大
祭
・
三
ツ
山
大
祭
保
存
会
特
別
講
演
会

　 

播
磨
国
総
社
神
門
修
造
記
念
講
演
会�
（
令
和
二
年
十
月
三
日
）

令
和
二
年
の
役
員
会
が
中
止
と
な
り
、
延
引
し
て
い
ま
し
た
特
別
講
演
会

を
、令
和
二
年
十
月
三
日
に
総
社
会
館
に
て
、防
疫
対
策
を
含
め
、ソ
ー
シ
ャ

ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
を
確
保
し
て
開
催
し
ま
し
た
。

総
社
で
は
令
和
二
年
の
春
よ
り
神
門
の
修
造
事
業
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、

霜
月
の
竣
功
に
先
立
っ
て
の
記
念
講
演
会
と
な
り
ま
し
た
。

講
師
に
播
磨
学
研
究
所
副
所
長 

小
栗
栖
健
治
氏
（
当
会
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
）

を
お
迎
え
し
、「
三
ツ
山
大
祭
と
謡
囃
子
―
郷
村
の
祭
礼
か
ら
城
下
町
の
祭

礼
へ
―
」
の
講
演
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

総
社
の
一
ツ
山
大
祭
は

ご
祭
神
の
ご
鎮
座
の
由
縁

に
よ
り
、
丁
卯
大
祭
礼
と

呼
ば
れ
ま
し
た
。
一
方
、

三
ツ
山
大
祭
は
臨
時
祭
と

し
て
の
性
格
を
持
つ
な
ど
、

祭
礼
の
由
来
、
時
代
別

の
三
ツ
山
大
祭
に
見
ら
れ

る
謡
囃
子
行
列
の
構
成
な

ど
、
大
変
興
味
深
い
お
話

を
聴
く
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
聴
講
さ
れ
た
四
十
名

余
の
方
々
は
、
真
剣
に
聞

き
入
っ
て
い
ま
し
た
。

令
和
二
年
度
　
保
存
会
活
動
報
告

◥ 
令
和
二
年
度
役
員
会

例
年
、
七
月
に
開
催
し
て
い
ま
す
役
員
会
で
す
が
、
令
和
二
年
度
は
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
に
よ
り
、
役
員
会
を
止
む
無
く
中
止
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

役
員
の
皆
様
に
は
、
書
面
議
決
と
し
て
役
員
会
資
料
を
郵
送
し
、
令
和
元

年
度
事
業
報
告
、
令
和
元
年
度
収
支
決
算
書
、
令
和
二
年
度
事
業
計
画
、
令

和
二
年
度
収
支
予
算
書
の
各
議
案
を
審
議
い
た
だ
き
、
書
面
表
決
書
に
よ
り

可
決
と
な
り
ま
し
た
。

◥ 

大
傘
製
作
学
習
会�

（
令
和
二
年
八
月
五
日
～
九
月
十
日
）

今
年
度
の
メ
イ
ン
事
業
と
な
る
大
傘
製
作
学
習
会
を
、
令
和
二
年
八
月
五

日
か
ら
九
月
十
日
ま
で
の
間
、
十
回
に
亘
り
実
施
し
ま
し
た
。

播
磨
国
総
社
の
一
ツ
山
大
祭
・
三
ツ
山
大
祭
は
、
神
門
の
前
に
壮
大
で
華

麗
な
お
山
が
造
ら
れ
ま
す
。

江
戸
時
代
の
記
録
に
よ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
山
は
総
社
の
氏
子
域
三
つ
の

村
の
担
当
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
、
五
種
神
事
や
能
楽
の
芸
能
に
も
携
わ
っ
て

い
た
そ
う
で
す
。

「
伊
和
大
明
神
臨
時
祭
之
画
図
」
に
は
、
城
下
の
町
々
か
ら
繰
り
出
さ
れ

た
「
謡
囃
子
踊
」
の
集
団
が
、
花
傘
（
大
傘
）
を
持
ち
、
鎧
武
者
、
鉦
と
太

鼓
の
囃
子
、
笛
・
鼓
・
三
味
線
、
華
麗
な
衣
装
を
着
て
花
枝
を
も
つ
子
供
た

ち
と
共
に
、
三
ツ
山
ま
で
練
り
こ
む
姿
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

令
和
元
年
に
復
興
し
た
「
謡

囃
子
」
で
す
が
、
大
傘
は
一
差

用
意
出
来
た
だ
け
で
し
た
。
そ

こ
で
今
回
は
こ
の
謡
囃
子
の
シ

ン
ボ
ル
と
言
え
る
、「
大
傘
」

二
差
を
制
作
し
た
い
と
考
え
ま

し
た
。

前
回
の
三
ツ
山
大
祭
の
際

に
、
各
団
体
が
造
る
造
り
物
の

製
作
指
導
に
あ
た
っ
て
い
た
だ

い
た
、
も
の
づ
く
り
作
家
　
ど

う
の
よ
し
の
ぶ
氏
に
、
特
別
に

ご
指
導
い
た
だ
け
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

大
傘
の
基
本
構
造
、
骨
に

張
り
付
け
る
素
材
の
選
定
、

傘
を
立
て
る
台
の
製
作
図
面
、

製
作
手
順
、
製
作
指
導
な
ど

細
部
に
亘
り
ご
指
導
を
い
た

だ
き
、
製
作
に
あ
た
り
ま
し

た
。製

作
は
素
材
の
下
地
処
理

か
ら
始
ま
り
、
材
の
切
り
出

し
や
サ
ン
ダ
ー
で
微
調
整
を

し
な
が
ら
部
材
を
作
成
し
、

組
み
立
て
た
の
ち
に
塗
装
し

て
い
き
ま
し
た
。
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◥ 

謡
囃
子
写
真
展�

（
令
和
二
年
十
月
一
日
～
十
月
三
十
日
）

令
和
二
年
の
一
月
十
四
日
に
実
施
し
ま

し
た
「
謡
囃
子
」
の
写
真
展
を
、
播
磨
国

総
社
御
門
二
階
に
て
開
催
し
ま
し
た
。

今
回
の
写
真
展
で
は
謡
囃
子
の
写
真
ほ

か
、
行
列
の
道
具
な
ど
の
展
示
に
加
え
、

大
傘
製
作
学
習
会
で
完
成
し
た
大
傘
や
、

昨
年
度
作
製
し
た
鎧
な
ど
も
展
示
し
ま
し

た
。

◥ 

総
社
境
内
長
生
殿
で
の
謡
囃
子�

（
令
和
三
年
一
月
十
六
日
）

本
年
で
三
回
目
を
迎
え
る
謡
囃
子
。
本
年
は
姫
路
の
街
へ
繰
り
出
す
謡

囃
子
行
列
は
世
情
を
鑑
み
中
止
と
な
り
ま
し
た
が
、
大
傘
や
謡
囃
子
の
事

を
播
磨
地
域
の
方
々
に
知
っ
て
頂
き
た
い
と
い
う
想
い
か
ら
、
総
社
境
内

に
特
別
舞
台
を
設
け
る
事
に
し
ま
し
た
。

学
習
会
で
出
来
上
が
っ
た
手
作
り
の
大
傘
も
三
差
し
揃
い
、
舞
台
に
花

を
添
え
ま
し
た
。

特
別
上
演
で
は
、
三
ツ
山
踊
り
保
存
会
、
姫
路
・
城
東
連
、
香
寺
太
鼓

の
三
団
体
の
上
演
か
ら
な
る
ス
テ
ー
ジ
を
計
三
回
披
露
し
ま
し
た
。

香
寺
太
鼓
の
熱
気
溢
れ
る
演
奏
で
、
参
拝
者
の
視
線
を
一
気
に
舞
台
へ

集
め
ま
し
た
。

三
ツ
山
踊
り
保
存
会
、
姫
路
・
城
東
連
の
演
舞
は
、
ス
テ
ー
ジ
か
ら
境

内
に
繰
り
出
し
、
舞
台
前
で
『
わ
』
に
な
っ
て
、
観
客
の
声
援
を
受
け
な

が
ら
、
賑
々
し
い
も
の
に
な
り
ま
し
た
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
時
代
（
世
情
）
に
上
演
す
る
こ

と
が
出
来
ま
し
た
の
は
、
関
係
各
位
の
ご
協
力
に
よ
る
も
の
と
、
心
よ
り

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

◥ 

令
和
三
年
度
　
保
存
会
事
業
予
定

一
、
調
査
・
研
究
事
業
　
　
　
　
会
報
誌
第
六
号
発
行

二
、
研
修
会
・
講
演
会
事
業
　
　
記
念
講
演
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
謡
囃
子
曳
き
物
づ
く
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
習
会
の
実
施

三
、
会
議
　
　
　
　
　
　
　
　
　
役
員
会

四
、
そ
の
他
関
連
事
業
行
事
等
　
小
袖
の
陰
干
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
謡
囃
子
写
真
展

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
謡
囃
子
の
実
施

「
悠
久
の
歴
史
を
伝
え
る
　
播
磨
国
総
社
一
ツ
山
大
祭
・
三
ツ
山
大
祭
」

　
好
評
頒
布
中
！

　
　
一
ツ
山
大
祭
・
三
ツ
山
大
祭
の
す
べ
て
が
わ
か
る
こ
の
一
冊
！ 

　
　
一
冊
三
〇
〇
円
　
播
磨
国
総
社
に
て

◥ 

小
袖
山
に
飾
る
小
袖
の
陰
干
し�

（
令
和
二
年
十
月
五
日
）

毎
年
恒
例
と
な
り
ま
し
た
小
袖
の
陰
干
し
を
、
十
月
五
日
に
総
社
境
内
に

て
行
い
ま
し
た
。

三
ツ
山
大
祭
の
小
袖
山
に
飾
る
小
袖
を
、
当
会
田
中
会
長
を
は
じ
め
、
オ

ブ
ザ
ー
バ
ー
の
先
生
、
会
員
の
方
々
約
二
十
名
の
ご
奉
仕
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。色

と
り
ど
り
の
小
袖
が
境
内
に
並
べ
ら
れ
、
約
二
〇
〇
領
の
陰
干
し
が
出

来
ま
し
た
。

小
袖
山
に
は
約
八
五
〇
領
の
小
袖
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

令
和
十
五
年
の
三
ツ
山
大
祭
に
向
け
て
、
皆
様
か
ら
の
ご
寄
進
を
お
待
ち

申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。

悠久の歴史を伝える

播磨国総社一ツ山大祭・三ツ山大祭

播磨国総社一ツ山大祭・三ツ山大祭保存会

平成27年度文化庁文化遺産を活かした地域活性化事業
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